
第 ２ ３  採 水 口 の 設 置 等 に 関 す る 指 導 基 準  

 

１  趣 旨  

こ の 基 準 は 、条 例 第 ４ ３ 条 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。  

２  水 源  

（ １ ）「 第 ２  屋 内 消 火 栓 設 備 の 設 置 等 に 関 す る 指 導 基 準 」（ 以 下「 屋

内 消 火 栓 」と い う 。）２（ １ ）か ら（ ３ ）ま で 、（ ６ ）か ら（ 1 0）

ま で に 準 ず る こ と 。  

（ ２ ） 配 管 の 下 端 の 位 置 が 地 盤 面 か ら 落 差 ４ .５ ｍ 以 上 あ る 場 合 は 、

地 盤 面 か ら 落 差 ４ .５ ｍ 以 内 の 部 分 を 有 効 水 量 と す る こ と 。 た だ

し 、 加 圧 送 水 装 置 を 設 置 し た 場 合 は こ の 限 り で な い 。  

（ ３ ）「 第 １ ５  消 防 用 水 の 設 置 等 に 関 す る 指 導 基 準 」（ 以 下「 消 防

用 水 」 と い う 。） ４ （ ２ ） に 準 ず る こ と 。  

３  配 管  

（ １ ） 「 屋 内 消 火 栓 」 ４ （ １ ） 、 （ ４ ） 、 （ ５ ） 、 （ ７ ） か ら （ 1 0）

及 び （ 1５ ） に 準 ず る ほ か 、 加 圧 送 水 装 置 等 を 設 置 す る 場 合 は 、

同 指 導 基 準 ４（ 1 1）に 準 ず る こ と 。こ の 場 合 に お い て 、吐 出 側 直

近 部 分 の 配 管 に は 、そ の 表 面 の 見 や す い 箇 所 に 採 水 口 用 で あ る 旨

を 表 示 す る こ と 。  

（ ２ ）採 水 口 よ り 下 の 水 源 を 有 す る 採 水 口 の 配 管 に は 、ろ 過 装 置 を 設

け る こ と 。  

４  加 圧 送 水 装 置  

加 圧 送 水 装 置 を 設 け る 場 合 は 、「 屋 内 消 火 栓 」３（ １ ）か ら（ ４ ）

ま で 及 び（ ６ ）か ら（ ８ ）ま で に 準 じ て 専 用 の 加 圧 送 水 装 置（ ポン

プ を 用 い る 加 圧 送 水 装 置 に 限 る 。 ） を 設 け る こ と 。  

５  そ の 他  

（ １ ） 条 例 第 ４ ３ 条 ２ 項 １ 号 の 「 容 易 に 接 近 す る こ と が で き る 位 置 」

と は 、 お お む ね ２ ｍ 以 内 に 接 近 で き る 場 所 を い う こ と 。  

（ ２ ） 採 水 口 の 結 合 金 具 は ， 連 結 送 水 管 の 送 水 口 付 近 に 設 け る こ と 。 

（ ３ ） そ の 他 、 設 置 に 伴 う 事 項 は 「 消 防 用 水 」 ５ 準 ず る こ と 。  

 

附   則  

  こ の 基 準 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


